
内
閣
衆
質
一
六
〇
第
三
六
号

平
成
十
六
年
八
月
十
日

内
閣
総
理
大
臣

小

泉

純

一

郎

衆

議

院

議

長

河

野

洋

平

殿

衆
議
院
議
員
大
石
尚
子
君
提
出
入
国
管
理
局
に
よ
る
不
法
滞
在
者
対
策
と
在
留
資
格
認
定
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答

弁
書
を
送
付
す
る
。

平
成
十
六
年
八
月
十
日
受
領

答

弁

第

三

六

号



衆
議
院
議
員
大
石
尚
子
君
提
出
入
国
管
理
局
に
よ
る
不
法
滞
在
者
対
策
と
在
留
資
格
認
定
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答

弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
よ
う
な
不
法
入
国
の
あ
っ
せ
ん
や
偽
変
造
旅
券
等
の
作
成
に
か
か
わ
る
組
織
に
厳
格
に
対
応
す
る
た
め
、警
察
、

地
方
入
国
管
理
局
等
の
関
係
機
関
に
お
い
て
は
、
緊
密
に
連
携
し
つ
つ
、
一
般
の
方
々
や
退
去
強
制
手
続
を
執
ら
れ
た
者
等

か
ら
の
情
報
の
収
集
、
関
係
機
関
間
の
情
報
の
交
換
等
を
行
い
、
い
わ
ゆ
る
合
同
摘
発
を
実
施
し
た
り
、
地
方
入
国
管
理
局

か
ら
捜
査
機
関
に
対
す
る
告
発
又
は
通
報
を
積
極
的
に
行
う
な
ど
し
て
い
る
。

こ
の
結
果
、
平
成
十
五
年
に
お
い
て
、
警
察
は
、
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
（
昭
和
二
十
六
年
政
令
第
三
百
十
九
号
。

以
下
「
入
管
法
」
と
い
う
。
）
第
七
十
四
条
か
ら
第
七
十
四
条
の
八
ま
で
に
規
定
す
る
集
団
密
航
等
に
係
る
罪
の
容
疑
に
よ

り
合
計
六
十
三
人
を
検
挙
し
、
地
方
入
国
管
理
局
は
、
入
管
法
第
二
十
四
条
第
三
号
並
び
に
第
四
号
ホ
及
び
ル
に
該
当
す
る

ほ
う

不
法
入
国
又
は
不
法
上
陸
を
幇
助
等
し
た
者
で
あ
る
こ
と
の
み
を
退
去
強
制
事
由
と
し
て
合
計
二
十
二
人
に
対
し
て
退
去
強

制
手
続
を
執
る
な
ど
の
成
果
を
上
げ
て
い
る
。

ま
た
、
旅
券
等
の
偽
変
造
事
案
に
つ
い
て
も
、
警
察
及
び
地
方
入
国
管
理
局
に
お
い
て
合
同
摘
発
を
行
い
、
そ
の
際
、
警

一



察
に
お
い
て
関
係
者
を
逮
捕
す
る
な
ど
の
成
果
を
上
げ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

地
方
入
国
管
理
局
に
お
い
て
、
法
務
省
入
国
管
理
局
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
情
報
受
付
が
開
設
さ
れ
た
平
成
十
六
年
二
月
十
六

日
か
ら
、
同
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
提
供
さ
れ
た
情
報
に
基
づ
い
て
入
国
警
備
官
が
関
係
場
所
に
赴
い
て
不
法
滞
在
者
等
の
所
在

等
に
関
す
る
調
査
を
開
始
し
た
事
案
は
、
同
年
七
月
三
十
一
日
ま
で
に
四
十
二
件
あ
り
、
そ
の
う
ち
実
際
に
不
法
滞
在
者
等

の
摘
発
に
至
っ
た
件
数
は
十
七
件
で
あ
る
。
政
府
と
し
て
は
、
右
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
に
提
供
さ
れ
た
不
法
滞
在
者
等
に
係
る
情

報
の
内
容
の
信
用
性
等
を
十
分
に
検
討
し
、
当
該
情
報
に
係
る
外
国
人
等
に
つ
き
人
権
侵
害
を
生
じ
さ
せ
る
こ
と
の
な
い
よ

う
配
慮
し
つ
つ
、
右
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
の
適
正
な
運
用
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
必
要
に
応
じ
て
見
直
し
を
図
っ
て

ま
い
り
た
い
。

三
に
つ
い
て

平
成
十
六
年
六
月
に
法
務
省
入
国
管
理
局
が
行
っ
た
不
法
就
労
外
国
人
対
策
キ
ャ
ン
ペ
ー
ン
に
お
け
る
広
報
活
動
に
お
い

て
は
、
警
察
庁
、
外
務
省
、
厚
生
労
働
省
等
の
関
係
府
省
庁
及
び
都
道
府
県
並
び
に
法
務
省
入
国
管
理
局
が
所
管
す
る
公
益

法
人
等
に
対
し
、
ポ
ス
タ
ー
及
び
日
本
語
の
ほ
か
七
か
国
語
で
作
成
し
た
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
を
配
布
す
る
と
と
も
に
、
ポ
ス
タ

二



ー
の
掲
示
や
リ
ー
フ
レ
ッ
ト
の
活
用
に
よ
り
不
法
就
労
の
防
止
を
関
係
者
に
周
知
す
る
よ
う
依
頼
し
て
お
り
、
そ
の
予
算
は

平
成
十
六
年
度
に
お
い
て
約
千
二
百
万
円
で
あ
る
。

四
に
つ
い
て

平
成
十
六
年
六
月
八
日
か
ら
同
月
十
一
日
ま
で
の
間
、
我
が
国
に
お
け
る
不
法
滞
在
中
国
人
問
題
等
に
つ
い
て
、
法
務
省

入
国
管
理
局
担
当
の
法
務
省
大
臣
官
房
審
議
官
等
が
、
中
国
の
公
安
部
出
入
境
管
理
局
副
局
長
、
外
交
部
領
事
司
長
、
教
育

部
国
際
合
作
与
交
流
司
副
司
長
等
と
協
議
を
行
っ
た
。

我
が
国
か
ら
は
、
中
国
側
に
対
し
、
最
近
の
我
が
国
に
お
け
る
不
法
滞
在
中
国
人
の
現
状
等
に
つ
い
て
説
明
し
、
不
法
出

国
者
の
取
締
り
、
我
が
国
か
ら
中
国
へ
の
速
や
か
な
退
去
強
制
を
実
現
す
る
た
め
の
協
力
等
に
つ
い
て
要
請
を
行
っ
た
と
こ

ろ
、
中
国
側
か
ら
は
、
我
が
国
か
ら
の
説
明
及
び
要
請
に
つ
い
て
理
解
が
示
さ
れ
る
と
と
も
に
、
不
法
滞
在
者
問
題
の
解
決

に
向
け
て
我
が
国
当
局
と
協
力
し
て
い
き
た
い
と
の
意
向
が
示
さ
れ
た
。

こ
の
よ
う
な
協
議
を
定
例
化
す
る
か
ど
う
か
に
つ
い
て
は
未
定
で
あ
る
が
、
日
中
領
事
当
局
間
協
議
等
を
通
じ
て
不
法
滞

在
中
国
人
問
題
等
に
つ
い
て
の
協
議
を
継
続
し
て
い
く
こ
と
と
し
て
い
る
。
中
国
以
外
の
国
に
対
し
て
も
、
必
要
に
応
じ
て
、

同
様
の
協
力
要
請
を
行
う
こ
と
を
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

三



五
に
つ
い
て

在
留
資
格
認
定
証
明
書
は
、
入
管
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
上
陸
の
た
め
の
条
件
に
適
合
し
て
い
る
外
国
人
に

交
付
さ
れ
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
交
付
の
要
件
は
全
国
共
通
で
あ
っ
て
、
地
方
入
国
管
理
局
に
よ
り
異
な
る
も
の
で
は
な
い
。

在
留
資
格
認
定
証
明
書
の
交
付
の
権
限
は
、
入
管
法
第
六
十
九
条
の
二
及
び
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
施
行
規
則

（
昭
和
五
十
六
年
法
務
省
令
第
五
十
四
号
。
以
下
「
施
行
規
則
」
と
い
う
。
）
第
六
十
一
条
の
二
の
規
定
に
よ
り
地
方
入
国

管
理
局
長
に
委
任
さ
れ
て
い
る
が
、
施
行
規
則
第
六
条
の
二
第
五
項
に
お
い
て
は
、
地
方
入
国
管
理
局
長
は
、
同
項
た
だ
し

書
に
該
当
す
る
場
合
を
除
き
、
申
請
に
係
る
外
国
人
が
入
管
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
に
掲
げ
る
上
陸
の
た
め
の
条
件
に
適

合
し
て
い
る
こ
と
を
立
証
し
た
場
合
に
は
、
同
証
明
書
を
交
付
す
る
も
の
と
定
め
ら
れ
て
い
る
。

留
学
及
び
就
学
の
在
留
資
格
に
係
る
在
留
資
格
認
定
証
明
書
の
交
付
に
関
す
る
要
件
に
つ
い
て
定
め
て
い
る
施
行
規
則
及

び
出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
基
準
を
定
め
る
省
令
（
平
成
二
年
法
務
省
令
第
十
六
号
）
に
つ

い
て
は
、
現
時
点
に
お
い
て
見
直
す
必
要
が
あ
る
も
の
と
は
考
え
て
い
な
い
。

六
に
つ
い
て

出
入
国
管
理
及
び
難
民
認
定
法
第
七
条
第
一
項
第
二
号
の
規
定
に
基
づ
き
同
法
別
表
第
二
の
定
住
者
の
項
の
下
欄
に
掲
げ

四



る
地
位
を
定
め
る
件
（
平
成
二
年
法
務
省
告
示
第
百
三
十
二
号
）
は
、
上
陸
審
査
に
お
け
る
定
住
者
の
在
留
資
格
に
関
し
て

定
め
る
も
の
で
あ
る
が
、
そ
の
第
七
号
の
趣
旨
は
、
日
本
人
、
永
住
者
の
在
留
資
格
を
も
っ
て
在
留
す
る
者
等
が
外
国
か
ら

養
子
を
呼
び
寄
せ
る
場
合
は
、
原
則
と
し
て
当
該
養
子
が
学
齢
期
前
で
あ
る
六
歳
未
満
の
子
供
に
限
り
、
定
住
者
の
在
留
資

格
に
よ
り
入
国
を
認
め
る
も
の
で
あ
る
。
こ
の
定
め
は
、
直
接
在
留
資
格
の
変
更
に
適
用
さ
れ
る
も
の
で
は
な
い
が
、
形
式

的
に
は
在
留
資
格
の
変
更
で
あ
っ
て
も
実
質
的
に
は
新
規
入
国
に
準
ず
る
よ
う
な
場
合
等
に
は
、
新
規
入
国
の
場
合
と
同
様

に
取
り
扱
う
運
用
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
。

在
留
資
格
を
定
住
者
に
変
更
す
る
旨
の
在
留
資
格
変
更
申
請
が
あ
っ
た
場
合
は
、
常
に
、
入
管
法
第
二
十
条
及
び
同
法
別

表
第
二
の
定
住
者
の
項
の
下
欄
の
規
定
に
基
づ
き
、
「
特
別
な
理
由
」
の
存
否
を
含
め
て
在
留
資
格
の
変
更
を
適
当
と
認
め

る
に
足
り
る
相
当
の
理
由
が
あ
る
か
否
か
に
つ
い
て
審
査
を
行
っ
て
お
り
、
日
本
人
配
偶
者
と
の
離
婚
又
は
死
別
後
に
日
本

人
実
子
を
監
護
養
育
し
て
い
る
外
国
人
等
に
つ
い
て
、
在
留
資
格
を
定
住
者
に
変
更
す
る
旨
の
在
留
資
格
変
更
を
認
め
た
例

が
あ
る
。

在
留
資
格
の
認
定
に
係
る
要
件
に
つ
い
て
は
、
適
宜
見
直
し
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
る
が
、
定
住
者
の
在
留
資
格
の

認
定
に
係
る
養
子
の
取
扱
い
や
「
特
別
な
理
由
」
に
関
す
る
要
件
に
つ
い
て
は
、
当
面
、
見
直
す
こ
と
は
考
え
て
い
な
い
。

五



七
に
つ
い
て

政
府
は
、
日
韓
二
国
間
関
係
の
発
展
及
び
人
的
交
流
の
促
進
並
び
に
二
千
五
年
日
本
国
際
博
覧
会
の
成
功
と
い
う
観
点
か

ら
、
韓
国
政
府
が
写
真
転
写
式
の
旅
券
を
導
入
す
る
こ
と
を
前
提
に
、
同
博
覧
会
実
施
時
期
に
併
せ
て
、
平
成
十
七
年
三
月

一
日
か
ら
同
年
九
月
三
十
日
ま
で
の
間
に
限
り
、
韓
国
人
に
対
し
短
期
滞
在
者
に
つ
い
て
の
査
証
免
除
を
実
施
す
る
こ
と
と

し
て
い
る
。

そ
の
後
の
査
証
免
除
に
つ
い
て
は
、右
期
間
に
お
け
る
査
証
免
除
の
実
施
結
果
を
踏
ま
え
て
検
討
す
る
こ
と
と
し
て
い
る
。

六


